
 

 

Ⅰ     はじめに 
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 幸手市教育委員会では、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（昭和 31 年

法律第 162 号）の規定（抜粋参照）に基づき、その権限に属する事務の管理及び執行

の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成して議会へ提出

するとともに、市ホームページ等で公表しております。 

この「教育委員会の事務に関する点検及び評価報告」は、事業を実施している所管

課が事務事業の現状を把握した上で、目的を達成するために解決すべき課題を発見し、

具体的な改善に繋げていく取組です。 

幸手市教育委員会では、平成３１年３月に改訂された「幸手市教育大綱（第２次）」

を踏まえ、学校・家庭・地域・各団体との連携を図りながら、「子どもがいきいきと育

ち、子育てしやすいまち」、「市民が学び、市民が活躍できるまち」の実現に向けて、

５つの柱を基本目標とした施策の推進に、重点的に取り組んでまいりました。 

◆ 基本目標 ◆   １ 学校教育内容の充実 

２ 学校教育環境の整備 

３ 青少年の健全な育成 

４ 社会教育の充実 

５ 歴史・伝統文化の継承と活用 

前年度に引き続き、令和４年度も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止や

規模の縮小を余儀なくされた事業もありましたが、子どもたちや市民の安全確保に努

めながら、学校教育分野では、児童・生徒の学力向上を図るため、ＧＩＧＡスクール

用タブレット端末を利用した学習支援ソフトを導入したほか、実用英語技能検定団体

検定料の助成を実施しました。また、食料品等の価格高騰の影響を受ける子育て世帯

を支援するため、学校給食費値上げ相当分の補助金を交付したほか、令和５年１月か

ら３月までの学校給食費を無償化しました。 

社会教育分野では、参加対象者を当該年度に 20 歳を迎える人とした「二十歳を祝

う会」を開催したほか、文化祭や公民館まつり、郷土資料館での特別展を開催するな

ど、アフターコロナに向け、積極的に事業活動を実施しました。 

市民の皆様への説明責任を果たすため、今年度についても「令和５年度の幸手市教

育委員会の点検及び評価（令和４年度対象）」を実施し、結果をまとめました。 

なお、点検及び評価を行うにあたっては、元公立小学校長 中山善廣氏、日本保健

医療大学講師 正田泰基氏に協力を依頼し、いただいたご意見を、「意見・提言」に掲

載しています。  

－地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）－ 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長

に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定により事務局職

員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評

価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表し

なければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有す

る者の知見の活用を図るものとする。 
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